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議案第１７７号 川崎市消防手数料条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

 

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化に関する法律に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置等の許可

に係る完成検査の手数料の減額の対象となる施設に、高圧ガス保安法に基づく認定高度

保安実施者による完成検査を受けた液化石油ガスに係る施設を加えるため改正するもの 

 

 

１ 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正（令和５年政令第２７６号） 

２ 改正内容 

  上記１に伴い、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液

石法」という。）に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置等の許可に係る完成検査の

手数料について、当該手数料の減額の対象となる施設に、高圧ガス保安法に基づく認定

高度保安実施者による完成検査を受けた液化石油ガスに係る施設を加えるもの 

 ※ 液石法に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置に係る完成検査の手数料の額は、

３１，０００円に貯蔵施設又は特定供給設備（減額の対象となる施設を除く。）の数

を乗じて得た額と、５，８００円に減額の対象となる施設の数を乗じて得た額との合

計額である。 

 ※ 認定高度保安実施者とは、革新的なテクノロジーの進展、保安人材の不足等の産業

保安分野における環境の変化に対応するため、テクノロジーを活用しながら、自立的

に高度な保安を確保できる事業者として、経済産業大臣の認定を受けた高圧ガス保安

法に基づく第一種製造者をいう。 

３ 施行期日 

  令和５年１２月２１日から施行 
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資料１



 

議案第１７７号参考資料 

川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例関係 

 

１ 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令に

よる地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正 令和５年９月６日公布 同

年１２月２１日から施行 

２ 条例改正に関係する上記１の内容 

  都道府県知事等が実施する高圧ガス保安法に基づく完成検査を受け、又は認定完成検

査実施者が高圧ガス保安法に基づく完成検査を自ら実施して、高圧ガス保安法第８条第

１号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設は、液石法に基

づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置等の許可に係る完成検査の手数料の減額の対象と

されている。 

今般、高圧ガス保安法の一部改正（令和５年１２月２１日施行）により、認定高度保

安実施者として認定された者は、完成検査を自ら実施することができることとされたこ

とを受け、当該完成検査によって高圧ガス保安法上の基準に適合していることを確認し

た液化石油ガスに係る施設についても、液石法に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設

置等の許可に係る完成検査の手数料の減額の対象とされた。 
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1/1 

川崎市消防手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市消防手数料条例 ○川崎市消防手数料条例 

平成12年３月24日条例第34号 平成12年３月24日条例第34号

（手数料） （手数料） 

第３条 手数料は、別表に定める区分に応じ、当該別表に定める額を徴収する。第３条 手数料は、別表に定める区分に応じ、当該別表に定める額を徴収する。

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 区分 金額   区分 金額  

 １～41 （略） （略）   １～41 （略） （略）  

 42 液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律第37条の３第１

項の規定に基づく同法第36条第１項の

許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備

の完成検査 

１件につき 31,000円に貯

蔵施設又は特定供給設備

（高圧ガス保安法第20条第

１項若しくは第３項又は同

法第39条の22第１項の規定

に基づき完成検査を受け、

又は自ら行い、同法第８条

第１号の技術上の基準に適

合していると認められた液

化石油ガスに係る施設（以

下この項及び次項において

「完成検査合格施設」とい

う。）であるものを除く。）

の数を乗じて得た額と

5,800円に完成検査合格施

設である貯蔵施設又は特定

供給設備の数を乗じて得た

額との合計額 

  42 液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律第37条の３第１

項の規定に基づく同法第36条第１項の

許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備

の完成検査 

１件につき 31,000円に貯

蔵施設又は特定供給設備

（高圧ガス保安法第20条第

１項           

    又は第３項の規定

に基づき完成検査を受け、

又は自ら行い、同法第８条

第１号の技術上の基準に適

合していると認められた液

化石油ガスに係る施設（以

下この項及び次項において

「完成検査合格施設」とい

う。）であるものを除く。）

の数を乗じて得た額と

5,800円に完成検査合格施

設である貯蔵施設又は特定

供給設備の数を乗じて得た

額との合計額 

 

 43～52 （略） （略）   43～52 （略） （略）  
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資料２


